
　
　
　
第
入
王
　
　
研
　
究
　
　
第
二
朝
初
期
の
女
蜷
及
其
髄
愈
的
背
景
（
下
）

で
あ
る
。
外
間
で
は
康
有
無
が
秘
密
に
宮
中
に
編
入
し
て
、

光
緒
帝
ご
密
謀
を
運
ら
し
て
居
た
様
に
傳
へ
ら
れ
た
が
、

實
際
は
纏
か
に
逸
書
に
依
り
、
或
は
霧
雲
に
依
b
、
康
有
爲

の
意
見
を
求
め
ら
れ
、
之
を
た
よ
）
ざ
し
て
触
法
を
行
は

れ
し
に
過
ぎ
す
、
さ
う
し
て
働
者
の
間
に
立
ち
て
諭
旨
隊

奏
の
茶
器
に
任
せ
し
も
の
は
軍
機
塵
壽
恒
で
あ
っ
た
と
云

ふ
こ
ご
は
戊
戌
政
獲
記
に
見
え
て
居
る
。
さ
う
云
ふ
課
で
、

　
　
　
　
　
　
　
餓
四
二
　
號
　
　
　
　
四
阿
門
　
（
二
二
．
六
）

戊
戌
の
行
法
は
光
絡
帝
が
西
太
后
の
嫌
疑
を
避
け
な
が
ら

非
常
な
不
便
を
忍
び
、
母
人
昌
を
忍
ぶ
襟
に
し
て
秘
密
に

徴
さ
れ
π
不
完
全
な
康
有
爲
の
意
見
を
基
礎
ご
し
て
愛
法

を
行
は
れ
だ
こ
云
ふ
こ
ご
は
、
西
太
后
の
反
劃
あ
る
を
期

し
な
が
ら
そ
れ
を
行
は
れ
た
こ
ご
ご
共
に
、
戊
戌
の
養
法

に
急
激
促
迫
の
性
質
を
與
へ
だ
も
の
の
様
に
考
へ
ら
れ

る
、

卒
安
朝
初
期
の
・
女
装
及
其
豊
野
的
背
景

　
李
安
初
期
に
於
け
る
女
装
が
奈
良
式
服
飾
の
延
長
に
過

ぎ
ざ
る
こ
ご
は
前
文
に
述
べ
し
ご
こ
ろ
の
如
し
。
殊
に
嵯

峨
帝
の
朝
は
そ
の
高
調
に
遷
せ
し
時
な
り
こ
す
。
弘
仁
九

年
三
月
服
制
の
改
定
を
蝕
し
、
ま
た
雲
量
の
儀
禮
及
日
常

（
下
）

櫻

井

秀

の
禮
法
に
及
ぶ
①
9
こ
れ
恐
ら
く
服
飾
統
一
の
企
て
な
る
べ

し
Q
翌
年
ま
た
新
制
に
從
は
ざ
る
も
の
を
庭
分
せ
し
む
②
。

當
局
の
唐
風
を
好
め
る
こ
ご
推
す
る
に
蝕
あ
ら
む
。
か
く
’

て
土
年
二
月
響
に
及
び
饗
し
て
い
は
隠
語

　
劇
論
大
小
諸
神
事
及
零
冬
奉
幣
諸
陵
剛
用
畠
衣
、
軸
受

　
朝
創
用
・
衰
冤
十
二
章
、
朔
H
療
養
、
日
聴
政
、
受
蕃
國



　
使
、
奉
幣
浅
浅
小
諸
愈
則
用
黄
櫨
染
衣
、
皇
后
以
島
衣

　
爲
助
祭
之
服
、
以
持
衣
爲
元
正
受
朝
之
服
、
以
面
影
禮

　
衣
爲
大
小
諸
會
之
服
。

か
く
の
如
く
に
し
て
宮
閲
及
翁
人
の
間
に
保
存
せ
ら
れ
摩

り
し
唐
式
以
外
の
服
飾
は
座
礁
騙
途
せ
ら
れ
ん
ε
す
る
に

至
り
ぬ
Q
公
服
に
混
在
せ
し
南
方
系
服
飾
の
著
し
く
そ
の

形
態
を
論
じ
，
北
方
化
す
る
に
至
り
し
は
、
か
、
る
迫
害

の
加
へ
ら
れ
し
結
果
な
る
べ
し
。

上
文
に
よ
り
て
見
る
ご
き
は
、
李
安
朝
初
期
購
矯
攣

期
の
女
装
は
、
全
く
麿
式
の
そ
れ
を
中
心
的
服
飾
こ
な
せ

し
こ
ご
明
な
り
。
さ
れ
ば
奈
良
朝
式
女
禮
服
の
典
型
は
破

壊
せ
ら
る
、
こ
ご
な
く
、
反
て
完
成
の
域
に
達
せ
し
な
ら

む
。
左
に
少
し
く
爾
朝
の
禮
装
を
醤
照
比
較
せ
ん
ご
す
③
o

（
備
考
上
段
は
李
安
初
期
、
下
段
は
奈
良
朝
）

ω
理
髪
榛
式

　
　
寳
生
壁
蝶
鷺
　
　
同
上

　
　
女
王
及
内
婦
命
に
し
て
、
五
位
以
上
の
も
の
ま
た
喪

　
　
　
第
入
口
研
究
婁
朝
瑠
の
姦
釜
ハ
馨
的
纂
（
下
）

　
髪
な
り
。
（
そ
の
位
階
に
よ
り
制
を
異
に
す
る
こ
ご
ま

　
た
同
じ
）
是
も
奈
良
李
安
初
期
に
飾
り
養
化
を
見
す
。

②
服
　
　
色

深
紫
里
並
瀞
翼
竜
甑
王

学
紫
触
響
町
語
側
）

　
深
緋
内
命
婦
（
四
位
）

　
淺
緋
同
（
五
位
）

伺
続
帯

蘇
芳
深
紫
学
園
珪
一
位
）

淺
紫
淺
離
婁

的
宿

　
越
鳥
内
親
王
、
女
王

　
淺
標
内
命
婦

㈲
循

同同同同

上上上上

土
　
上

｛
髄
様
鉱
W

同同

上上

蘇
芳
、
淺
紫
、
綴
纐
内
墾
蘇
芳
興
国
紫
緑
纐
趨

第
ご
賊

難
舗
命
嫌
蘇
芳
淺
紫
、

深
淺
織
纈
致
礁
靹
齢
婦

四
五
　
（
ご
二
七
）



第
入
巻
　
　
研
　
究

単
機錦

醐
鯉
m
蓬
謬
）

ω
鶏線

娩
灘
㌍
揃
兜
伊
三
位
）

鳥
膚
（
．
等
位
）

亭
安
朝
初
期
の
女
装
及
其
飛
會
的
背
景
（
下
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
二
號
　
　
　
四
六
　
（
ご
二
入
）

　
右
に
徴
し
て
も
知
ら
る
、
庭
は
、

外
風
本
位
の
服
飾
改
革
が
從
摩
併
行
し
來
れ
る
諸
機
式
の

純
唐
式
統
一
計
蓬
に
過
ぎ
ざ
る
事
な
り
ε
す
。
想
ふ
に
時

人
も
今
田
に
於
け
る
生
活
改
善
論
者
の
思
想
の
如
く
、
服

飾
上
に
於
け
る
二
重
生
活
を
煩
は
し
ご
す
、
る
考
あ
り
し
な

ら
む
。
さ
り
な
が
ら
、
此
種
の
企
圖
は
正
當
な
る
登
展
性

を
保
有
す
る
勘
弁
の
文
化
現
象
を
迫
害
し
、
観
て
交
化
の

「
幅
」
を
限
定
す
る
者
な
る
こ
ご
疑
ふ
べ
か
ら
す
。

　
當
時
の
唐
式
服
飾
統
…
ま
義
は
果
し
て
如
何
な
る
程
度

迄
其
歩
を
営
め
得
た
b
し
か
斜
な
ら
す
。
然
れ
共
三
代
雑

録
に
見
え
し
左
の
爾
話
は
夫
に
答
ふ
る
資
料
な
る
べ
く
、

　
ω
交
徳
天
皇
與
宮
入
欝
藏
鈎
之
戯
，
一
鈎
藏
在
百
手
之

同
　
雷

同
　
上

同
　
上

　
李
安
初
期
の
著
し
き

　
　
中
、
密
命
夏
弁
簸
之
、
（
申
略
）
有
小
女
着
青
衣
、
ω

　
　
以
自
画
挿
薯
鈎
嚢
左
手
中
、
（
季
三
磧
恢
聯

　
　
騨
）

②
先
是
，
石
見
國
爾
麻
郡
大
領
外
正
八
位
上
伊
編
部
直

　
　
安
道
（
申
略
）
等
、
螢
百
姓
二
百
十
七
人
、
園
守
從
五

　
　
位
下
毛
野
朝
匝
民
永
、
（
中
略
）
氏
仁
所
園
之
時
、
逃

　
　
隠
於
介
外
從
五
位
夜
寒
難
民
剛
舘
」
（
申
略
）
奪
取
尿

　
　
子
の
低
欄
ノ
豊
丘
之
大
仁
⑲
一
領
、
臼
被
逃
去
、
（
懇
四

　
　
　
ヨ
7
ノ

　
　
＋
九
蛎
蘇
翻
）

い
つ
れ
も
唐
式
服
飾
が
不
常
或
は
そ
れ
に
近
き
際
ま
で
も

着
用
せ
ら
れ
し
事
實
を
告
ぐ
る
も
の
こ
い
ふ
べ
し
。

註
（
－
）
日
本
記
略
弘
仁
九
年
三
月
丙
午
條
に
、
「
鯛
場
之
禮
及
常
所

　
　
　
服
忌
、
叉
卑
逢
貴
而
脆
等
．
不
等
男
女
改
依
唐
法
、
但
五

　
　
　
位
法
上
禮
…
教
学
醐
朝
服
難
色
（
中
略
〉
皆
」
総
…
蒼
例
L
ε
い
へ
り
。

　
（
2
）
格
逸
（
岱
下
）
に
弘
仁
九
年
囚
月
八
日
の
宣
旨
を
載
す
。
「
奉

　
　
　
勅
、
既
改
前
風
可
随
唐
例
者
具
合
勅
書
、
而
至
予
今
朱
有

　
　
　
改
修
徒
、
著
覆
面
之
外
悉
禁
断
、
若
教
喩
重
度
者
禁
身
串



　
途
者
」
ε
い
へ
る
も
の
こ
れ
な
り
。
懸
命
こ
の
間
に
二
十
餓

　
日
を
隔
…
つ
る
の
み
。

（
3
）
奈
良
朝
の
制
は
、
衣
服
令
に
、
李
安
初
期
の
そ
れ
は
儀
式

　
巻
引
折
服
制
に
よ
る
0

（
4
）
唐
紅
服
飾
の
一
に
し
て
皇
后
以
下
庶
入
の
婦
に
至
る
ま
で

　
み
な
こ
れ
を
着
す
。
（
東
京
帝
國
大
學
丈
一
部
紀
要
巻
四
、

　
三
代
の
服
飾
四
八
一
五
三
頁
）

（
5
）
歴
世
服
飾
考
巻
三
に
論
あ
り
。

　
　
　
　
　
六

．
前
項
に
曾
て
内
親
王
以
下
の
禮
服
を
比
較
せ
し
が
、
未

だ
女
帝
及
皇
后
の
禮
服
を
蓮
べ
ざ
り
し
を
以
て
、
左
に
少

し
く
記
さ
ん
ざ
欲
す
。
女
子
の
服
制
に
し
て
至
上
の
位
置

を
占
む
る
も
の
は
、
女
帝
及
皇
后
の
そ
れ
な
る
こ
ビ
重
な

る
べ
し
。
さ
り
な
が
ら
富
国
銀
歯
両
刃
公
主
の
登
極
は
全

く
そ
の
例
な
か
り
し
か
ば
女
帝
の
御
服
飾
に
つ
い
て
は
殆

ご
述
ぷ
べ
き
も
の
を
見
す
。
た
だ
秘
府
に
古
く
よ
り
傳
へ

ら
れ
し
「
女
帝
御
装
束
」
あ
り
し
こ
ご
は
、
そ
の
謹
あ
）
。

　
　
　
第
入
巻
　
研
究
　
聖
安
朝
初
期
の
女
襲
及
典
謎
曾
的
背
景
（
下
）

長
元
禮
輿
寄
叢
記
齪
麗
に
い
憾

　
此
日
御
覧
禮
服
御
装
束
、
（
中
略
）
囲
具
女
帝
御
装
束
、

　
御
冠
只
有
李
巾
子
、
無
櫛
形
、
押
運
上
有
三
花
形
、
以

　
花
枝
形
錺
之
、
前
有
内
形
、
小
薄
曇
立
、
若
右
方
含
落

　
失
鰍
、
大
袖
小
鵜
循
等
同
一
綾
無
織
文
、
小
袖
下
縫
付

　
自
羅
如
男
裳
者
也
8

本
文
に
よ
れ
ば
、
泡
影
三
夕
せ
し
御
物
は
既
に
多
く
失
は

れ
し
部
分
あ
れ
ご
、
以
て
そ
の
大
概
を
推
し
得
べ
し
9
帥

ち
女
帝
は
純
自
の
御
正
装
な
b
し
を
見
る
べ
く
、
而
し
て

こ
の
奮
糊
は
江
戸
時
代
に
至
っ
て
も
、
か
は
る
こ
ご
な
か

り
き
Q
明
正
帝
の
御
帥
位
に
際
し
、
着
御
せ
ら
れ
し
は
、

天
野
豊
前
守
の
大
内
疑
記
体
認
譲
位
作
法
を
記
せ
し
條
に

　
寛
永
七
年
九
月
十
二
欝
上
嫁
御
装
束
（
巾
略
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
セ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も

　
　
御
ハ
ダ
メ
シ
ノ
ウ
ヘ
テ
臼
ス
・
シ
ノ
御
ア
ハ
セ
ニ
ツ

　
　
へ
　
あ
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
ヘ
　
へ
　
も

　
　
メ
シ
静
恢
、
　
一
ッ
ハ
御
エ
ッ
付
（
？
．
〉
御
意
ホ
ソ
ク
、
カ

　
　
ル
テ
ン
ノ
如
ク
、
コ
レ
ラ
小
一
袖
ト
串
候
、
ウ
ヘ
ニ
メ

　
　
シ
候
、
一
ッ
ハ
豊
胸
ハ
御
ク
ヒ
カ
・
、
ナ
リ
、
常
ノ
御

　
　
　
　
　
　
　
第
二
號
　
　
　
四
七
　
（
ニ
ニ
九
）



　
　
　
第
入
岱
　
研
究
　
亭
安
朝
初
期
の
女
謎
及
其
髄
會
的
背
景
（
下
）

　
　
装
束
え
如
シ
、
御
選
ハ
ヒ
・
袖
ラ
グ
ワ
キ
ノ
方
マ
質

　
　
福
也
，
是
ヲ
大
袖
ト
申
候
由
二
候
、
御
邸
位
ニ
ハ
何

　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ

　
　
レ
臨
御
袴
メ
シ
候
ハ
ス
爪
櫛

ご
あ
り
、
以
て
血
色
の
大
袖
小
袖
を
服
御
せ
ら
れ
し
こ
ご

徴
す
べ
し
②
。
冠
綬
珊
等
に
つ
い
て
も
明
正
院
著
御
の
分
を

例
示
せ
ん
に
、

　
御
即
位
ノ
御
道
具
事
。

　
一
御
ホ
グ
ク
ハ
ン
、
御
ッ
フ
ソ
ニ
メ
シ
候
御
冠
也
ホ
ウ

　
　
ワ
ウ
タ
チ
花
ウ
ヘ
ニ
在
：
・
…
：
・

　
一
巡
ギ
ヨ
ク
ハ
イ
、
御
マ
ヘ
ノ
護
摩
、
御
ヲ
ヒ
ョ
ソ
サ

　
　
カ
ヅ
カ
ケ
ず
セ
ラ
レ
候
、
タ
ケ
一
尺
ア
マ
リ
ノ
水
H
㎜

　
　
ノ
珠
数
ニ
タ
候
、
雨
フ
キ
ニ
孫
ノ
ク
ミ
ニ
テ
五
勘
ッ

　
　
ッ
サ
ガ
リ
申
候
、
ず
キ
ニ
シ
ロ
カ
ネ
ノ
ヤ
ウ
ニ
シ
グ

　
　
フ
ラ
ッ
キ
申
候
、
（
大
内
日
記
）

本
書
は
近
代
禮
服
の
事
を
考
ふ
る
に
種
々
の
誰
愚
を
與
へ

血
貝
重
す
べ
き
資
料
な
・
9
と
す
Q

　
次
に
皇
后
の
御
服
飾
に
つ
い
て
考
ふ
る
に
、
こ
れ
は
た

　
　
　
　
　
　
　
第
ご
號
　
　
　
濃
口
　
（
二
三
〇
）

後
世
ま
で
そ
の
官
物
を
傳
へ
、
長
元
禮
服
御
覧
記
に
も
、

　
一
具
、
皇
后
御
装
束
、
大
融
小
袖
裕
皆
青
色
、
大
穂
循

　
等
、
圖
絡
鶏
形
、
小
穂
無
絡
、
又
翻
纐
御
儒
一
腰
。

唐
庇
に
於
け
る
皇
后
の
富
岳
も
ま
た
深
青
色
に
し
て
牽

＆。
G
類
の
需
文
あ
る
を
用
ふ
。
鋼
照
し
て
外
風
移
植
の
一

例
ご
す
る
を
得
べ
し
。

註
（
－
）
鎌
倉
末
代
に
及
び
て
は
、
遺
物
の
散
侠
漸
く
多
き
を
加
へ

　
　
　
し
も
の
、
郊
し
。
後
照
念
院
關
自
記
正
元
々
年
十
二
月
五

　
　
　
日
條
に
よ
れ
ば
、
御
冠
は
存
せ
す
ミ
い
ひ
、
白
色
の
大
袖

　
　
　
小
袖
裳
ご
袴
の
如
き
も
の
あ
る
を
記
せ
り
。
い
ふ
・
こ
こ
ろ

　
　
　
の
袴
の
如
き
も
の
は
、
長
元
禮
服
御
覧
記
に
い
へ
る
小
袖

　
　
　
S
縫
ひ
つ
け
ら
れ
し
裳
の
こ
ミ
な
ら
む
。

　
（
2
）
紀
光
卿
記
に
後
櫻
町
院
登
極
の
御
服
を
傳
へ
て
、
大
袖
以

　
　
　
下
み
な
白
色
な
り
し
こ
，
こ
を
い
へ
り
。
（
費
暦
十
三
年
十
榊

　
　
　
月
二
十
七
日
頃
）

　
（
3
）
原
田
氏
、
酒
代
の
服
飾
、
四
八
頁

七



　
李
安
初
期
の
制
服
が
主
ε
し
て
奈
良
式
型
態
の
延
長
完
　
　
も
、
李
時
の
衣
服
及
庶
民
階
級
の
服
飾
一
般
に
類
似
の
傾

成
に
他
な
ら
ざ
る
こ
ご
は
云
々
こ
れ
を
述
べ
た
り
。
回
れ
　
　
向
あ
り
し
か
ε
思
は
る
。
然
れ
ざ
も
、
愈
愈
の
現
q
象
は

こ
も
睡
臥
が
全
く
同
一
な
り
し
に
あ
ら
す
、
よ
り
て
以
下
　
　
李
安
初
期
の
唐
化
主
義
が
い
つ
し
か
反
動
的
状
態
を
現
出

に
少
し
く
當
代
の
服
飾
界
に
於
け
る
、
留
意
す
べ
き
現
象
　
　
し
、
上
下
み
な
、
服
飾
問
題
に
淡
白
な
ら
ん
ご
せ
し
結
果

二
三
を
叙
述
す
べ
し
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
）
ご
し
て
も
解
し
得
ざ
る
に
あ
ら
す
。

　
　
　
ω
服
飾
に
つ
い
て
の
懸
命
の
鍵
化
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②
着
装
法
の
商
化

　
特
に
奪
靡
の
世
相
を
傳
へ
ら
る
る
御
代
を
除
い
て
考
ふ
　
　
　
當
期
に
於
け
る
着
装
法
の
黒
化
こ
し
て
は
、
夏
季
用
朝

る
ε
き
は
、
當
代
の
士
女
は
、
藤
原
民
盛
期
の
そ
れ
に
比
　
　
服
の
公
認
ξ
、
概
数
の
制
限
ε
を
建
直
な
る
も
の
こ
す
。

し
、
服
飾
の
美
槻
を
念
ご
渉
ざ
り
し
ご
畳
ゆ
Q
三
善
清
行
　
　
　
（
イ
）
夏
期
斎
服
の
制
　
次
服
は
身
騰
に
及
ぼ
す
寒
暑
の

は
其
意
見
封
事
に
穿
て
明
自
に
右
の
事
實
を
指
摘
せ
り
。
　
　
調
節
を
以
て
そ
の
職
能
の
一
部
ご
す
。
故
に
四
季
符
丁
の

彼
の
上
言
は
そ
の
例
謹
を
あ
ぐ
る
に
際
し
、
誇
張
の
趣
あ
　
　
墾
化
に
伸
ひ
て
差
あ
る
べ
き
な
れ
ご
、
首
夏
に
於
て
は
、

り
ご
い
へ
ざ
も
、
以
て
言
前
こ
な
す
に
足
ら
む
σ
延
喜
十
　
　
そ
の
規
定
を
旨
く
。
さ
れ
ば
夙
に
、
奈
良
朝
よ
り
し
て
私

四
缶
月
の
封
事
に
叙
し
て
い
ふ
。
修
。
望
粥
　
　
　
に
紗
の
如
き
薄
き
織
物
を
使
用
す
る
者
あ
り
き
①
。
盗
れ
ご

　
臣
伏
見
玉
壷
元
慶
之
代
、
親
王
公
卿
皆
苗
場
筑
紫
絹
爲
　
　
も
．
當
局
の
公
然
こ
れ
を
認
む
る
に
至
り
し
は
實
に
不
安

　
夏
汗
杉
、
購
緬
爲
表
袴
、
東
絶
竃
馬
、
蔵
書
爲
履
裏
、
　
　
初
期
の
現
象
な
り
ご
す
。
弘
仁
五
年
閏
七
月
冷
し
て
薄
き

（
本
朝
丈
牌
懇
二
）
　
　
　
　
　
　
　
朝
服
を
着
せ
し
む
。
日
本
後
紀
降
同
月
廿
二
日
條
に
③

本
文
は
男
子
の
服
飾
に
証
す
る
も
の
な
れ
ざ
、
女
装
に
て
　
　
　
聴
内
外
諸
司
落
着
薄
朝
服
、

　
　
　
第
入
谷
　
　
研
　
究
　
　
目
安
朝
初
甥
の
女
装
及
其
馳
會
的
背
景
（
下
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
策
ご
魏
　
　
　
四
九
　
（
二
三
一
）



　
　
　
第
八
巻
　
研
究
　
挙
安
朝
遡
期
の
女
装
及
其
拙
愈
的
背
景
（
下
）

か
か
る
制
度
の
出
現
は
次
の
動
き
こ
ビ
を
想
像
せ
し
む
Q

本
邦
に
は
古
來
一
種
の
熟
帯
系
服
飾
あ
り
て
存
す
。
し
か

も
そ
れ
等
の
品
は
、
衣
服
合
に
認
め
ざ
る
ε
こ
ろ
に
し
て

庶
人
の
日
常
服
の
一
種
ご
し
て
保
存
せ
ら
れ
し
な
ら
む
。

然
る
に
弘
仁
の
世
に
及
び
唐
式
服
飾
統
一
の
思
想
、
當
尚

間
に
盛
な
り
し
が
だ
め
、
夏
期
に
於
て
本
郵
の
風
土
に
適

す
る
や
う
服
制
の
改
定
を
行
ふ
ビ
共
に
、
思
懸
補
助
的
服

飾
ε
し
て
認
容
し
居
た
り
し
熟
幣
型
服
飾
を
全
く
停
卜
せ

ん
義
み
し
に
あ
ら
ざ
る
か
。
ご
。
鋪
徹
極
言
ρ
舗
驚

霧
．
へ
さ
り
な
が
ら
、
更
衣
制
度
は
當
初
に
於
て
は
た
だ

こ
れ
を
許
容
せ
し
に
留
り
、
濡
極
的
敷
果
を
あ
げ
し
に
過

ぎ
す
。

　
（
ロ
）
裳
数
制
限
　
仁
明
帝
の
朝
に
及
び
女
子
の
着
す
べ

き
裾
裳
の
数
を
定
む
。
績
日
本
後
紀
九
承
和
七
年
三
月
乙

未
條
に
い
は
く
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
ヤ
ヒ

　
勅
、
頃
者
風
俗
澆
消
、
凋
二
相
罵
、
省
費
之
術
倹
約
是

　
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
へ

　
慧
、
窟
良
今
以
後
女
所
服
裳
、
夏
之
表
紗
、
多
中
野
、

　
　
　
　
　
　
　
第
二
器
　
　
　
煮
○
　
（
二
三
二
）

　
ヘ
　
へ
　
　
も
　
ヘ
　
へ
　
　
し
　
へ
　
　
も
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
ヘ
　
　
へ
　
も
　
　
へ
　
リ
　
へ

　
不
論
貴
賎
一
切
禁
断
、
一
裳
論
外
不
得
重
着
、
京
畿
七

　
濫
准
制
禁
断
。

こ
れ
ま
た
経
濟
生
活
の
動
揺
が
服
飾
界
に
影
響
す
る
好
例

・
ご
し
て
槻
過
す
べ
か
ら
ざ
る
な
り
。

　
　
　
㈲
服
飾
形
態
の
差
蓮

　
着
装
状
態
に
於
て
比
較
し
て
も
直
に
知
b
得
ら
る
べ
き

特
徴
は
別
項
に
記
す
ご
こ
ろ
の
如
し
。
さ
れ
ざ
そ
れ
以
外

に
も
少
な
か
ら
ざ
る
特
色
あ
り
し
こ
ε
疑
な
し
。
急
撃
御

遺
誠
の
一
筋
に

　
延
暦
智
慧
毎
日
御
南
殿
釜
中
、
政
務
之
後
解
脱
衣
冠
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
へ
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
臥
起
飲
食
、
（
中
略
）
其
時
入
勢
多
綿
袴
、
其
釆
女
袴
如

　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
今
表
袴
是
欲
使
御
也
、
是
等
語
故
大
政
大
臣
薔
設
也
。

　
　
　
　
　
　
も
　
カ
　
あ
　
も
　
ヘ
　
ヘ
　
へ
　
め
　
ら
　
　
ヘ
　
へ
　
も
　
へ

い
ふ
ε
こ
ろ
の
袴
の
制
は
最
も
留
意
を
値
す
る
を
蝿
ゆ
。

所
謂
表
袴
は
男
子
の
そ
れ
に
あ
ら
す
し
て
、
後
世
は
量
女

に
限
り
使
用
す
る
そ
れ
の
こ
と
な
る
べ
し
。
帥
ち
こ
の
傳

説
に
し
て
實
を
得
た
ら
ん
に
は
、
當
時
女
子
の
袴
は
補
な

か
り
し
な
転
。



　
　
　
㈹
色
彩
に
つ
い
て
の
趣
昧
の
漿
麩

　
位
階
に
よ
り
て
規
定
せ
ら
る
る
公
服
の
色
も
、
時
に
墾

遷
あ
り
し
か
ざ
、
李
服
の
そ
れ
は
更
に
著
し
き
も
の
あ
り

　
　
　
　
　
　
　
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

き
。
　
一
般
的
茜
色
の
中
心
勢
力
な
り
し
支
子
色
が
騙
逐
せ

ら
れ
て
深
紅
色
の
そ
れ
に
代
り
し
こ
ビ
な
ざ
師
ち
こ
れ
な

り
。
政
事
要
略
挨
に
至
る
三
善
清
行
の
嚢
一
巨
捉
鞘

十
二
月
廿
五

日
の
奏
議
Q

　
天
安
以
往
男
女
貴
賎
衣
袴
皆
染
以
支
子
、
貞
掘
以
來
改

　
以
深
紅
声
色
、
當
時
號
之
火
色
、
（
串
略
）
亦
號
之
日
焦

　
色
、
（
申
略
）
至
仁
和
禁
制
此
色
。

い
ふ
ご
こ
ろ
の
深
紅
色
は
仁
禰
の
制
あ
り
と
い
へ
ざ
も
禁

遇
し
盤
く
さ
れ
し
に
あ
ら
す
。
延
喜
初
年
、
ま
た
京
都
に

そ
の
勢
力
を
復
活
し
、
そ
れ
に
伜
ひ
て
染
料
の
暴
騰
甚
し

く
中
産
階
級
の
人
々
は
、
た
め
に
家
産
を
傾
け
ん
ご
す
る

に
至
れ
り
ご
傳
ふ
。
清
行
は
述
べ
て
い
は
く
。
①

　
延
喜
七
八
年
以
後
京
師
盛
好
此
服
、
（
中
略
）
彌
増
深
濃
、

　
其
尤
聾
者
以
紅
花
廿
斤
染
絹
一
匹
、
（
申
略
）
潮
繋
比
年

　
　
　
第
八
巷
　
　
研
　
究
　
　
亭
安
朝
初
期
の
女
装
及
艶
ハ
冠
會
的
背
景
（
下
）

　
市
塵
之
間
紅
花
増
貴
、
一
斤
直
三
一
貫
文
、
今
以
廿
斤
染

　
絹
　
匹
、
則
當
用
巻
心
貫
文
、
此
掌
中
民
二
家
之
産
也
。

紅
色
愛
好
の
甚
し
か
り
し
こ
ご
察
す
る
に
籐
あ
ら
む
。
か

く
て
延
喜
十
享
年
三
月
、
標
準
色
の
公
布
を
見
た
れ
ざ
も
⑤

庶
入
み
な
顧
み
る
も
の
な
く
，
當
局
は
反
覆
そ
の
禁
を
新

に
せ
し
か
ざ
殆
ざ
葉
書
な
か
り
き
。

註
（
－
）
及
（
2
）
盤
竈
二
年
十
月
壬
戊
、
内
外
諸
司
か
灘
紗
の
朝
服

　
　
　
㌘
一
赫
ハ
ぜ
－
レ
こ
一
こ
、
親
日
太
コ
紀
巻
七
に
見
ゆ
Q

　
（
3
）
黒
川
博
士
、
風
俗
沿
革
論
（
全
集
本
四
，
三
六
六
頁
以
下
）

　
　
　
加
藤
氏
、
夏
衣
の
起
凛
（
考
古
學
曾
雑
誌
第
一
巻
＋
號
一
九

　
　
　
r
二
嚇
頁
）
等
は
み
な
格
逸
を
引
い
て
二
十
六
臼
に
係
く
。

　
（
4
）
清
行
封
事
（
延
喜
十
七
年
十
二
月
）
政
事
要
略
六
十
七
に
牧

　
　
　
む
。

　
（
5
）
日
本
記
略
三
月
十
九
日
條
に
「
以
紅
花
大
一
三
選
染
絹
一

　
　
　
月
給
本
様
」
の
伺
あ
り
。

・
八

當
期
の
女
装
を
着
用
者
の
年
齢
に
よ
う
て
分
つ
時
は
、

　
　
　
　
　
　
第
二
號
　
　
　
五
一
　
（
二
三
三
）



第
二
巻
　
研
究
　
挙
安
朝
初
期
の
女
装
及
奨
驚
武
並
背
景
ハ
下
）
　
　
　
　
　
　
第
二
號
　
　
五
二
（
二
三
四
）

成
年
式
及
未
成
年
式
の
二
様
式
を
認
め
得
べ
し
。
前
者
は

衣
、
摺
、
循
、
幣
等
を
以
て
構
成
せ
ら
る
れ
ご
、
後
者
は

然
ら
す
Q

　
未
成
年
者
の
服
制
に
つ
い
て
明
記
せ
し
も
の
を
求
む
る

に
、
儀
式
及
西
宮
記
の
存
す
る
あ
り
。
干
れ
ざ
も
前
渚
の

記
載
は
恕
三
脚
嚇
大
井
に
見
え
て
、
た
や
造
酒
、
酒
肴
等
特

殊
の
職
に
從
ふ
べ
き
雨
女
に
限
ら
る
。
從
て
｝
般
に
渉
れ

る
典
型
的
構
成
を
見
る
が
π
め
に
は
、
む
し
ろ
後
者
に
基

く
の
可
な
る
を
畳
ゆ
。
同
書
巻
十
六
左
折
女
装
吾
吾
に
、

内
親
王
及
齋
宮
齋
院
に
侍
恋
す
る
量
女
の
服
飾
を
載
す
。

そ
れ
に
よ
り
て
、
當
代
の
代
表
階
級
に
於
け
る
少
女
の
風

．
俗
を
察
し
得
べ
し
。
そ
の
交
に
い
は
く
、

　
女
親
王
封
面
、
総
角
、
着
汗
杉
、
孚
骨
、
下
襲
、
表
袴

　
玉
偏
等
。

　
齋
宮
齋
院
董
女
総
角
、
青
紫
塵
汗
杉
、
孚
鷺
、
下
襲
、

　
表
袴
白
柳
帯
。

回
れ
こ
も
、
こ
れ
に
よ
b
て
徴
し
得
べ
き
服
飾
は
、
た
だ

そ
の
一
編
式
な
る
に
早
う
、
別
に
「
細
長
し
ε
呼
ば
る
る
も

の
あ
）
て
蛇
ぴ
行
は
れ
π
り
き
。

　
汗
杉
の
制
は
後
世
ま
で
存
せ
し
ざ
い
へ
こ
も
、
そ
の
形

膣
に
は
種
々
墾
化
あ
り
し
も
の
の
如
し
。
細
長
も
ま
た
同

じ
①
Q
近
世
に
及
び
て
は
、
い
つ
れ
も
少
年
に
限
∵
9
服
用
ぜ

ら
る
る
品
な
る
よ
り
、
雨
…
者
を
同
視
せ
ん
ご
す
る
墨
・
説
さ

へ
出
た
り
②
。
さ
り
乍
ら
、
そ
の
名
謁
よ
り
し
て
考
ふ
る
も

豆
腐
は
外
套
の
服
制
な
る
べ
く
、
「
細
長
」
は
國
風
の
も
の

な
ら
む
ご
信
趣
ら
る
。
そ
れ
の
み
な
ら
す
「
細
長
し
は
古
く

下
着
な
し
に
服
用
せ
ら
れ
し
か
ご
思
は
れ
、
④
恐
ら
く
南
方

系
統
の
そ
れ
な
ら
む
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
玉
葉
安
元
々
年

七
H
廿
日
姫
君
皆
紅
始
條
に
、
そ
の
服
…
飾
を
注
し
て
い
は

く
。

　
姫
潜
（
蘇
芳
二
重
織
物
細
長
、
白
薄
物
御
小
鷺
、
置
重
馳

　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
る
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
ら
　
　
も
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
あ
　
　
へ

　
細
長
之
時
不
用
細
袴
等
等
先
例
也
）

本
四
類
す
る
記
繋
「
胡
曹
抄
」
籔
噸
細
長
條
に
も
，

出
づ
。
郎
ち



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り

　
建
暦
元
㍉
四
、
十
、
、
姫
震
有
志
茱
．
娠
公
、
白
重
織
物

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も

　
細
長
、
同
織
物
小
心
、
二
重
、
三
章
長
之
時
、
不
用
籾

　
先
例
也
。

右
の
楽
書
に
見
え
し
慣
例
は
、
最
も
留
意
を
値
す
る
も
の

に
し
て
、
細
長
が
古
く
肌
着
式
職
能
を
有
せ
し
こ
ご
を
階

示
せ
う
④
。
選
れ
ざ
も
、
そ
の
緩
着
ピ
な
り
し
こ
ご
も
、
頗

ぶ
る
古
く
、
一
一
初
世
に
於
て
も
既
に
下
着
を
具
せ
し
こ

ビ
は
言
を
倹
た
す
。
少
し
く
後
の
も
の
な
れ
ざ
も
、
塞
穂

物
語
楼
上
懇
下
に
、

　
い
訟
み
や
し
ろ
い
・
フ
す
も
の
の
ほ
そ
な
が
に
、
ふ
た
あ

．
ひ
の
こ
う
ち
ぎ
を
き
給
。

な
ざ
あ
る
に
て
知
ら
る
べ
し
。

註
（
エ
）
李
安
朝
末
に
当
て
、
「
に
そ
な
が
こ
い
ふ
は
、
れ
い
の
き
ぬ

　
　
　
の
お
ほ
く
び
な
き
也
」
（
雅
嚢
束
茎
）
S
解
せ
ら
れ

　
　
　
し
が
、
「
仙
源
抄
」
暮
ほ
ム
、
な
か
條
に
は
「
未
通
女
ノ
キ
ル

　
　
　
へ
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
ヘ

　
　
　
ヵ
リ
ギ
ヌ
也
」
ε
い
ふ
に
至
れ
り
。

　
（
2
）
朋
倉
考
雀
羅
、
細
長
汗
杉
質
物
歎
難
事
條
に
、
「
元
來
一
物

　
　
　
隼
入
・
巻
　
　
研
・
筆

　
　
｝
＝
ブ
少
人
ノ
薯
ス
ル
ハ
挾
ク
小
ナ
ル
ニ
依
テ
細
長
ト
名
ヅ

　
　
ク
、
是
ヨ
リ
ニ
物
粗
剃
レ
タ
ル
歎
」
ミ
い
ふ
説
を
あ
け
謹
は

　
　
な
け
れ
曹
或
は
然
ら
む
ε
い
ひ
、
疑
を
燃
せ
り
。

（
3
）
後
世
に
於
て
も
夏
期
に
は
肌
膚
に
磨
れ
し
も
の
な
る
べ
し

　
　
玉
蘂
承
久
二
年
四
月
十
六
日
條
に
．
東
宮
御
魚
味
の
式
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
ヘ
　
へ

　
述
べ
て
、
「
東
宮
出
御
（
白
小
葵
浮
文
織
物
御
細
長
、
依
夏
不

　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
重
御
軍
御
小
袖
，
）
」
・
こ
い
へ
る
は
そ
の
謹
ミ
す
べ
し
。

（
4
）
予
は
更
に
触
歩
を
進
め
て
、
祁
、
袴
等
が
北
方
系
の
服
飾

　
な
る
が
故
に
、
細
長
の
如
き
南
方
系
の
殿
制
に
は
併
用
せ

　
ざ
る
奮
習
の
存
せ
し
な
ら
む
ミ
考
ふ
。

九

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
・
細
長
の
形
態
を
、
考
古
學
的
方
法
に
よ
り
て
、
復
源
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
る
こ
ご
は
、
傳
存
の
遺
物
な
く
し
て
望
む
べ
か
ら
す
。
、
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
な
が
ら
、
「
構
」
①
ご
稽
す
る
も
の
ど
別
種
の
品
な
る
こ
ε

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
疑
な
く
、
ま
た
董
稚
の
男
女
が
使
用
す
る
服
飾
は
他
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
種
々
あ
う
し
な
る
べ
し
。
愚
慮
寵
の
傳
ふ
る
こ
こ
ろ
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
れ
ば
、
伊
勢
鷺
宮
に
「
自
天
宮
著
御
蓋
御
衣
」
な
る
も
の
．

萎
覇
瑠
の
女
髪
其
馨
繭
背
景
（
℃
）
　
　
　
　
第
二
盤
　
五
三
（
三
五
）



二
型
八
塗
　
　
　
研
　
　
究
　
　
　
亭
安
朝
初
期
の
女
装
及
蹴
ハ
全
巻
的
背
景
（
下
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
二
　
號
　
　
　
　
賓
四
一
　
（
二
三
山
ハ
）

存
せ
し
ご
い
ひ
、
そ
の
形
質
に
つ
い
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
へ

　
非
絹
類
如
綿
也
、
其
色
如
染
茜
、
莫
躰
如
小
児
衣
（
嘉

　
懸
元
年
三
月
四
臼
條
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

か
く
の
如
き
早
耳
を
あ
げ
π
り
、
い
ふ
ご
こ
ろ
の
「
御
衣
」

が
果
し
て
如
何
な
る
服
飾
吏
的
贋
値
を
有
す
る
か
詳
に
し

が
た
き
も
、
唱
顧
を
要
す
る
も
の
な
ら
む
。
不
幸
に
し
て

今
夕
ふ
べ
か
ら
す
ご
は
い
へ
、
細
長
の
如
し
ご
も
記
さ
れ

ざ
れ
ば
、
そ
の
比
に
於
け
る
細
長
こ
も
異
な
れ
る
形
な
り

し
と
知
ら
る
。

　
ま
た
小
兜
の
服
飾
に
帯
な
か
り
し
こ
ε
は
疑
な
く
、
一

定
の
年
齢
に
達
し
て
は
じ
め
て
帯
を
着
す
。
春
記
長
暦
三

年
十
月
廿
乱
調
日
條
に
傷

　
明
日
小
児
等
可
著
帯
．
女
子
井
三
郎
購
汁
翻
嫡
三
可
著
之

　
事
等
仰
家
人
了
、
　
（
中
略
）
灘
師
井
大
夫
耀
焔
汁
鮪
歳
等
同

　
可
着
也

な
ざ
い
へ
る
に
よ
）
古
代
の
そ
れ
を
も
逆
推
し
得
ら
る
。

帯
な
く
し
て
服
用
せ
ら
る
る
衣
服
は
身
に
ま
ご
ひ
つ
く
る

や
う
に
作
ら
れ
し
か
、
ま
た
は
貫
頭
衣
風
の
も
の
な
ら
ざ

る
べ
か
ら
す
。

　
右
に
述
ぶ
る
ビ
こ
ろ
推
論
の
み
多
く
し
て
、
實
誰
を
示

し
得
ざ
る
は
遺
憾
な
り
こ
い
へ
こ
も
、
少
年
者
聞
に
外
風

服
飾
ご
は
異
な
れ
る
系
統
の
衣
あ
り
て
用
ゐ
ら
れ
し
こ
ご

疑
ふ
べ
か
ら
ざ
る
を
信
ず
○
而
し
て
そ
は
「
タ
ス
キ
」
「
ホ

ソ
ナ
ガ
」
な
ざ
呼
ば
る
る
一
類
の
衣
服
に
よ
、
b
て
推
測
し

得
ら
る
べ
き
な
b
。

　
　
　
　
　
　
ヘ
　
ヘ
　
　
へ

註
（
－
）
構
は
古
來
タ
ス
キ
・
こ
訓
め
り
。
そ
の
形
歌
等
の
詳
細
な
る

　
　
　
こ
ミ
は
考
ふ
べ
か
ら
す
ξ
錐
も
、
卒
安
中
期
の
末
代
ま
で

　
　
　
兜
童
の
使
用
せ
し
も
の
な
り
Q
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
民
族

　
　
　
ぐ
・
歴
史
（
第
五
巻
四
號
）
所
載
の
別
編
に
も
蓮
べ
た
の
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
大
正
十
一
、
九
）


